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質問・回答書
令和７年４月３０日

委託名 　　　新設岡山盲・聾学校新校舎等整備基本設計・実施設計委託

質問事項 回答事項

（公告）
　設計共同体の２社について、どちらも岡山県内に本店・支店・営業所等
を設置していなくとも、参加資格があると考えてよろしいでしょうか。

　本店・支店・営業所等の設置は、参加
資格の要件としておりません。

（公告及び作成要領）
　参加表明書等作成要領のＰ.２の様式５についての留意事項欄に、「管
理技術者、総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者は、公告の要件を
満たす一級建築士事務所の所属建築士名簿に記載されている者であるこ
と」とあります。弊社は、企業として全国に支社・支店があり、岡山県に
対する測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格の届出は、○○支
社・支店で提出しております（○○支社・支店で一級建築士事務所登録し
ている）。
　この場合、弊社の○○支社・支店の所属建築士名簿に記載のある建築士
から、管理技術者、総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者を選任す
る必要があるということでしょうか。○○支社・支店以外の支社・支店
（各支社・支店で一級建築士事務所登録）に所属する技術者で申し込むこ
とは可能でしょうか。

　管理技術者及び総合主任担当技術者は
設計共同体の代表者の一級建築士事務所
の所属建築士名簿に記載された者を、構
造主任担当技術者は設計共同体の構成員
のいずれかの一級建築士事務所の所属建
築士名簿に記載された者を、それぞれ要
件としています。

（作成要領）
　実績となる設計業務は、基本設計を含まず、実施設計のみ行った業務も
対象となると考えてよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

（作成要領）
　実績となる設計業務の規模は、１棟で説明書に記載の面積以上である必
要があると考えてよろしいでしょうか。

　参加資格要件及び評価基準ともに、１
契約の実績としており、１棟の面積を求
めているものではありません。

（評価基準）
　様式３－３に記載する特別支援学校（視覚障害者又は聴覚障害者に対す
る・・・略）は、当該実績がなくともプロポーザルへの参加資格があるも
のと考えてよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

（評価基準）
　二次審査においては、一次審査の点数を持ち越さないと考えてよろしい
でしょうか。

　お見込みのとおりです。

（評価基準）
　配置予定技術者の実績要件について、各技術者の立場は求めないという
解釈でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりですが、当該実績業
務に従事していたことが確認できる書類
の提出が必要です。

（評価基準）
　様式５で各技術者の記入実績件数は２件以内となっておりますが、評価
の対象は１件のみという解釈でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。
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（公告）
　「公募型プロポーザル方式に係る手続の開始（公告）」の２．参加資格
に関する事項（８）に「平成22年度以降に日本国内において工事がしゅん
功した・・・新築又は増築工事に係る実施設計業務を直接受注し、完成さ
せた実績」とあります。
　一方で評価基準における評価項目に「平成22年度以降に日本国内におい
てしゅん功した建築物の実施設計を、建築主から直接受注して完成させた
１契約の実績」とあります。
　これは参加資格においては建設工事の竣工を条件とし、評価基準におい
ては最新の設計実績を評価する主旨から実施設計業務の完了を条件として
いると理解してよろしいでしょうか。

　参加資格に関する事項で求めている実
績及び評価基準で求めている実績につい
ては、どちらも平成22年度以降に工事が
しゅん功した建築物で、当該建築物の新
築又は増築工事に係る実施設計業務とし
ています。

　会社業務実績の受注の内容が確認できる書類について、確認申請書や計
画通知書の写しでもよろしいでしょうか。

　業務実績が確認できる書類として、①
委託契約書の写し、②図面の写し及び③
業務に従事したことが確認できる書類す
べての提出が必要です。
　③として、必要な内容が確認できれ
ば、確認申請書や計画通知書の写しでも
支障ありません。また、確認済証の写し
は、設計者等の情報が記載されておら
ず、必要な内容が確認できないものと考
えます。

　配置予定技術者の業務に従事したことが確認できる書類について、確認
申請書や計画通知書の写しでもよろしいでしょうか。

　会社及び配置予定技術者の業務実績の建物概要を確認する書類として、
確認済証でもよろしいでしょうか。

　支社・支店で受注している実績を記載する場合は、支社・支店で提出し
ている業務実績報告書を添付することでよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。
　業務実績については、組織全体（本
社・本店及びすべての支社・支店）での
実績を対象とします。

　第一次審査の評価基準について、会社及び配置予定技術者それぞれ２件
まで業務実績を記載する欄がこざいますが、１件記載することで評価値が
加点されると考えて宜しいでしょうか。
（例えば、管理技術者の設計業務実績、10,000㎡以上の実績１件で11点加
点）

　お見込みのとおりです。

　岡山県測量及び建設コンサルタント業務等入札参加資格に支所から委任
状を提出して登録をしている場合でも本社からの参加は可能でしょうか。

　参加することができる設計共同体は、
岡山県測量及び建設コンサルタント業務
等入札参加資格を有する者で構成されて
いる必要があり、入札参加資格を有して
いない本社・本店の参加は認められませ
ん。

　建築士事務所について所管する都道府県知事の登録を受けていることの
証明書（原本）の証明年月日の発行期限を教えて下さい。

　令和６年４月17日以降に交付されたも
のを有効とします。

　公告の２参加資格に関する事項（９）について、代表者以外の構成員は
岡山県内に一級建築士事務所登録をしており、かつ所属建築士名簿に管理
建築士を含めて５人以上の一級建築士が記載されていることが条件と読み
取れます。
　その場合に、令和７年４月22日回答の質問１の回答内容と異なることと
なりますが、どちらが正となりますでしょうか。

　本店・支店・営業所等の設置は、参加
資格の要件としておりません。
　本店・支店・営業所等組織上の位置付
けは問いませんが、代表者以外の構成員
については、岡山県知事の登録を受けて
いる一級建築士事務所であり、かつ、当
該事務所の所属建築士名簿に５名以上の
一級建築士が記載された者でなければな
りません。

（設計業務委託指示書及び岡山県建築設計業務委託特記仕様書）
　解体設計について、設計業務委託指示書及び岡山県建築設計業務委託特
記仕様書の通り、本業務には解体設計業務は含まないと考えて宜しいで
しょうか。

　お見込みのとおりです。
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（説明書）
　説明書４（２）キ「全体事業費」の内訳について、全体事業費約６３億
円と記載がありますが税込の金額でしょうか。
　約６３億円の全体事業費には解体工事費、体育館改修工事費、新校舎建
設工事費、これら工事に係る設計業務委託費などどこまでの項目が含まれ
ますか。
　全体事業費約６３億円に解体工事費が含まれる場合、敷地の各棟におけ
る延床面積、階数、杭の有無をご教示ください。

　全体事業費は、税込の金額です。
　全体事業費には、新校舎建設費に加
え、外構工事費、体育館改修工事費、既
存解体工事費、測量費、地質調査費、基
本・実施設計費、工事監理費、公共下水
道接続費を含んでいます。
　岡山聾学校内の既存校舎等は、１～３
階建て、延べ面積 8,734㎡（うち、体
育館742㎡）です。杭の有無については
把握していません。

（岡山県建築設計業務委託特記仕様書）
　岡山県建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ－４（２）施設条件の主要構造に
ついて、「鉄骨造」と記載がありますがその理由（工期や建設コスト等）
をご教示ください。提案を行う上でRC造等、他の構造を採用して提案する
ことは可能と考えて良いでしょうか。

　校舎、寄宿舎棟、食堂棟については、
建設コストと工期を比較した上で、鉄骨
造を想定しています。なお、木工棟につ
いては、木造を検討することとしていま
す。
　また、技術提案は、想定している構造
形式で提案してください。

（参加表明書等作成要領）
　「公告日の前日における一級建築士事務所の所属建築士名簿」は「建築
士法第23条の６の規定による設計等の業務に関する報告書」の第３面の書
式で、公告日の前日時点に所属する建築士を記載し、提出すると考えて宜
しいでしょうか。
　建築士名簿の提出は設計共同体の代表者のみと考えて宜しいでしょう
か。

　所属建築士名簿は、建築士法施行規則
第20条に規定する第５号書式の写しを提
出してください。ただし、変更が生じて
いる場合は、変更後の名簿も合わせて提
出してください。
　また、所属建築士名簿は、設計共同体
構成員すべての提出が必要です。

（新設岡山盲・聾学校新校舎等整備基本計画）
　基本計画書４（３） ２）スクールバス停留場所について
「ロータリーに送迎バス用の乗降スペース・・・」と記載がありますが、
想定されている送迎バスの大きさ・台数についてご教示いただけますで
しょうか。また、送迎バスの駐車スペースは構内に必要でしょうか。

　送迎バスの大きさ及び台数について
は、本業務で検討することとしていま
す。なお、構内に送迎バスの駐車スペー
スは必要ありません。

（新設岡山盲・聾学校新校舎等整備基本計画）
　基本計画書４（５） ５）駐車場について
「・ロータリー付近に保護者や来校者が・・・」
「・体育館や新施設群の北側等に職員駐車場・・・」
とありますが、駐車場の台数及び車両種別はＰ.２２ 配置計画図を参照
し、保護者・来校者用９台（管理棟西側）、職員用13台（木工棟南側）、
いずれも一般車両用のものと考えてよいでしょうか。
　異なる場合は台数及び車両種別をご教示ください。

　駐車場の位置や台数については、本業
務で検討することとしています。また、
これらの駐車場は一般車両用を想定して
います。

　駐輪場の確保は必要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合、台数も
含めご教示ください。

　駐輪場の位置や台数については、本業
務で検討することとしています。

　業務実績調書で受注内容の確認ができる書類は確認済証、検査済証でよ
ろしいでしょうか。

　No.10～12 の回答のとおりです。

　設計業務委託指示書で基本計画書を参照するとありますが、建物の配置
変更は可能でしょうか。

　可能です。

　参考配置図では設計対象外の建物が３棟ありますが、その内１棟は基本
計画書では、寄宿舎が配置されていますが、どのように考えたらよろしい
でしょうか。
　また、屋体は別途改修としその他２棟はどのようにお考えでしょうか。

　屋体（体育館）以外の２棟は、寄宿舎
建設前に解体する予定です。

　技術提案書のサイズは業務実施方針等はA4、その他の提案書はA3として
よろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。
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　敷地測量図、地質調査資料、既存校舎図を貸与下さい。 　敷地測量図及び地質調査資料は、別途
発注を行い、その成果品を貸与する予定
です。
　既存校舎図は、契約締結後に貸与する
予定です。

　現地説明会、現地見学を希望しますが可能でしょうか。 　現地説明会、現地見学を実施する予定
はありません。

　工事中の仮設グラウンドの対応は必要でしょうか。 　不要です。

　寄宿舎は建築基準法上不可分の解釈でよろしいでしょうか。 　現状どおり不可分と考えていますが、
特定行政庁への確認は必要です。

　現況の岡山盲学校・岡山聾学校の教室等の構成がわかる施設台帳等の資
料を頂けますでしょうか。

　契約締結後に貸与する予定です。

　弊社全体（代表取締役名）で岡山県測量及び建設コンサルタント業務等
入札参加資格を申請しており、「入札、見積、契約締結に関する事項
他」を支社・支店に委任している状況です。全社にて参加するため「都道
府県知事の登録証明」及び「一級建築士事務所の所属建築士名簿」は、本
社・本店、支社・支店それぞれ両方を添付することでよろしいでしょう
か。

　No.15 の回答のとおりです。
　公告２（２）は、令和６年度・令和７
年度測量及び建設コンサルタント業務等
入札参加資格者名簿
（https://www.pref.okayama.jp/uploa
ded/life/945578_9071501_misc.pdf
）に記載された者が、入札参加資格を有
していますので、全社にて参加すること
はできません。入札参加資格を有してい
る一級建築士事務所を所管する都道府県
知事の登録証明書を提出してください。
　配置予定技術者について、管理技術
者、総合主任担当技術者及び構造主任担
当技術者は、令和６年度・令和７年度測
量及び建設コンサルタント業務等入札参
加資格者名簿に記載された一級建築士事
務所に所属している者であることが必要
であり、そのことが確認できる所属建築
士名簿を添付することになります。な
お、総合及び構造分野の担当技術者は、
組織全体（本店・本社及びすべての支
社・支店）に所属している者を配置する
ことができます。

　評価基準の学校とは、私立高校も含まれるとの解釈で宜しいでしょう
か。

　お見込みのとおりです。

（参加表明書等作成要領）
　３（２）業務実施方針等、技術提案書【様式７－１～７－５】につい
て、「・視覚的表現については、文章を補完するために必要最低限な範囲
においてのみ認めるもの・・・」について、国土交通省が示す「技術提案
における視覚的表現の取扱いについて」に従うものと考えて宜しいでしょ
うか。

　平成30年４月２日付け、大臣官房官庁
営繕部の事務連絡、「技術提案における
視覚的表現の取扱いについて」を準拠し
ます。

　外来、職員用駐車場の予定台数を教えて下さい。 　No.23 の回答のとおりです。

　寄宿舎の食堂は校舎の食堂を兼用するのでしょうか。また、宿舎専用の
食堂を設置することは可能でしょうか。

　兼用しますので、寄宿舎専用の食堂は
不要です。
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回答者

土木部都市局建築営繕課長

（参加表明書等作成要領）
　３（２）業務実施方針等、技術提案書【様式７－１～７－５】におい
て、技術提案書については様式７－１～７－５を各１枚ずつ用いて提案書
を作成するということでよいでしょうか。提案可能な枚数をご教示くださ
い。

　各様式１枚ずつ作成してください。

　協定書第７条の規定による覚書【様式２－２】について、選定された
後、具体的な設計の内容に応じて代表構成員・構成員、双方合意のもと出
資比率を変更することは可能でしょうか。（出資比率３０％以上は遵守し
ます）

　可能です。


